
憲法を学問するⅢ 
日程 

 
場所 

大学セミナーハウス 東京都八王子市下柚木1987-1 

主催 

 公益財団法人大学セミナーハウス 

対論・パネルディスカッション 

戦後史の論点に憲法学説はどうかかわってきたか 

―靖国憲法訴訟の問題を中心に― 

＜パネラー＞ 

樋口 陽一(東京大学名誉教授・東北大学名誉教授) 

石川 健治(東京大学法学部教授） 

蟻川 恒正(日本大学大学院法務研究科教授） 

宍戸 常寿(東京大学法学部教授) 

木村 草太(首都大学東京法学系教授） 

憲法を「学問する」と名づけたセミナーの三年目です。 

憲法についてのことに限りませんが、「法学」のする仕事にはいくつかの局面がありま

す。現にある
・ ・

法―「実定法」という言葉はその意味で使われます―を秩序立てて理解し記

述するという仕事は、基本の一つです。ところがその実定法はまた、立法府や裁判所や行

政機関がそれをどう使うか、「世論」によってどう受けとられるかによって、現実の政治

や社会のあり方を、従ってその社会の歴史のありようを方向づけてゆきます。 

今回の対論・パネルディスカッションの標題は、そういう局面をとらえて、憲法学説が

戦後史の論点にどうかかわってきたか、考えてみようという意図が込められています。四

つの分科会は、それを受けとめて分野ごとに議論を深めて行こうとするものです。 



＜アクセス＞ 

●東京駅より約１時間30分、羽田空港より約２時間  

●最寄駅：JR八王子駅、京王線北野駅、京王相模原

線南大沢駅。京王バス→約15～25分(野猿峠バス停

下車徒歩5分）、タクシー→約10～15分 ＊詳しくは

ホームページの〈アクセス〉をご覧ください。  

プ ロ グ ラ ム 
10月６日（土） 

  12：50 受付 

  13：20 開会 

  13：30 対論・パネルディスカッション 

  16：20 分科会Ⅰ 

  18：15 夕食 

10月７日（日） 

  9：00  分科会Ⅱ 

  11：00 分科会報告 

  12：30 昼食 

  13：30 総括討論 

  15：20 記念撮影・閉会（解散15：30）  

募集要項 

対象：大学生（大学院生含む）および社会人 

定員：60名 

参加費：学生9,000円（会員校学生7,000円）、社会人15,000円。宿

泊、食事、資料代、消費税を含みます。 

宿舎：学生は相部屋、社会人は個室（一部に風呂・トイレ共同の部屋

あり）。 

分科会：原則として分科会は、選択できません。特にご希望の分科会

がある場合は、申込フォームにご記入ください。 ただし、ご希望にそ

えない場合があります。(配属結果は当日のお知らせとなります。 

申込方法：ＨＰの申込フォームよりお申し込みください。 

申込締切：９月27日(木)  

石川 健治（東京大学法学部教授） 

第１分科会・沖縄と外地 

蟻川 恒正(日本大学大学院法務研究科教授） 

木村 草太（首都大学東京法学系教授） 

宍戸 常寿(東京大学法学部教授) 

第２分科会・天皇と退位   

来年に予定されている天皇の退位について憲法学の観点から考察します。天皇の退位は、日
本国憲法の人権論と統治機構論が交錯する稀有な原理的問題であるとともに、自由、責任、公
と私といった基本的諸概念が実定法制度の「解釈」を媒介として争われる法実践の現場でもあ
ります。「脱出の権利」に論及した奥平康弘の議論を手がかりに、そこで取り上げられていな
い視点などを補いながら、参加者とともに問題の本質に迫りたいと思います。 

第３分科会・冷戦と司法  

砂川事件では、駐留米軍の合憲性が争われました。最高裁は統治行為論によって憲法判断を
避けましたが、この事件について最高裁長官が米国大使と議論していたことが明らかになりま
した。当時の被告人が裁判のやり直しを求めたり、集団的自衛権をめぐる論争で引用された
り、この60年前の事件は現在もなお生き続けています。これからの憲法を「学問」するために
も、「司法」が「冷戦」にどう向き合ったのか、皆さんと読み解きたいと思います。 

第４分科会・解散権と憲法  

この分科会では、「衆議院の解散権」をテーマに、憲法典がいかに政治を統制できるか、を
考えます。近年、濫用気味の事例が多いとされる衆議院の解散について、議論が活性化してい
ます。議会解散は、高度に政治的な行為であり、法による統制はいかにも困難であるように思
います。これを憲法学はどう扱い、憲法典はどう統制しようとしてきたのか。これを考えるの
が、この部会のテーマとなります。 

「外地」の帝国大学に奉職し、多民族国家としての帝国日本の秩序構造を、法学的に解明す
る立場にあった２人の憲法学者、清宮四郎（京城帝国大学）と中村哲（台北帝国大学）。彼ら
は、戦後の「沖縄」問題に接して、何を考え、あるいは考えなかったのか。それは、国民国家
として再編された戦後日本の秩序構造を理解するために、つまりは現在の憲法と憲法学を理解
するためには、欠かすことのできない論点です。 

TEL：042-677-0141（直）FAX：042-676-1220（代） 

E-mail：seminar@seminarhouse.or.jp 

URL：https://iush.jp/ 

〒192-0372 東京都八王子市下柚木1987-1 

※変更することがあります。 


